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ライフサポートステーション Can be+ 

「訪問介護」重要事項説明書 

 

当事業所は利用者に対して指定居宅サービス「訪問介護」を提供させていただきます。事業所の概要や利

用者に行なうサービスの内容、契約上の注意事項を次の通り説明いたします。 

 

指定居宅サービス「訪問介護（ホームヘルプサービス）」とは 

介護福祉士などの訪問介護員が要介護者の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事介助などの身体の介護、掃

除・洗濯・調理などの家事の援助、生活などに関する相談・助言・その他の必要な日常生活上の世話をする

サービスです。 

 

１．事業所の概要 

①事業所の種類 訪問介護 

②事業の目的 自宅において要介護状態にある高齢者に対し、適切な訪問介護を

提供することを目的とします。 

③事業所の名称 株式会社ホープ 

ライフサポートステーション Can be＋（キャン ビー） 

④事業所の所在地 広島県福山市駅家町大字法成寺 114番地 8 

⑤電話番号 (084) 999－7036 

⑥FAX番号 (084) 999－7037 

⑦管理者 三髙 裕美 

 

２．事業実施地域及び営業時間 

①通常の事業の実施地域 福山市（駅家町・加茂町・御幸町・芦田町・新市町・神辺町・千田町・

郷分町・山手町） 

②休業日 日曜日 

③営業時間 7時 30分から 18時 30分 

 

３．職員の体制 

①管理者 １名 （常勤） 

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行ない

ます。 
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②サービス提供責任者 2名以上（常勤 2名） 

サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護の利用の申し込

みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の

作成を行なうとともに、自らも訪問介護の提供にあたります。 

③訪問介護員等 常勤   ２名（うち１名は管理者、サービス提供責任者と兼務、 

うち 1名はサービス提供責任者と兼務） 

非常勤  1名以上 

訪問介護員等は訪問介護の提供にあたります。 

 

４．守秘義務等について 

事業所、訪問介護員等は訪問介護サービスを提供する上で知り得た利用者、その家族等に関する事

項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。但し、利用者に係わる担当者会議等に、利用者又はその

家族等の個人情報を用いる場合がございます。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

①サービス内容  

（１）身体介護 利用者の身体に直接接触して行なう介助サービスや利用者の日常生活

動作能力、意欲の向上のために利用者とともに行なう自立支援の為の

サービスです。具体的には排泄や食事の介助、清拭や入浴の介助、身体

整容、体位変換、移動や移乗介助、起床や就寝介助、服薬介助などが含

まれます。 

（２）生活援助 身体介護以外の掃除、洗濯、調理、衣類の整理や補修、買い物など日常

生活の援助サービスです。 

（３）身体・生活 1回の訪問介護で身体介護と生活援助が混在する場合です。 

②サービス料金  

訪問介護に関するサービス料金について、事業所が法律に基づき介護保険からサービス利用料

金に相当する給付を受領する場合、自己負担は「介護保険負担割合証」に表示される負担割合と

なり、1 割負担の場合の目安は次の通りとなります。但し、給付制限がある場合は負担金が変わる

ことがあります。また、事業所が介護保険からサービス料金に相当する給付を受領することが出

来ない場合は全額お支払いいただきます。 

（１）身体介護 （特定事業所加算を含む） 
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サービス提供時間 
基本報酬 

（1回につき） 

同一建物に居住

する利用者 20人

以上にサービスを 

行なった場合 

同一建物に居住

する利用者50人

以上に サービス

を 

行なった場合 

２０分未満 180円 １６2円 １５3円 

２０分以上３０分未満 269円 ２４3円 ２29円 

３０分以上１時間未満 426円 384円 363円 

１時間以上１時間３０分未満 624円 ５62円 ５31円 

１時間３０分以上の場合６24円に３０分増すごとに

91円を加算した額 

左で計算した額の

９０％ 

左で計算した額

の８５％ 

（２）生活援助 （特定事業所加算を含む） 

 

サービス提供時間 
基本報酬 

（1回につき） 

同一建物に居住

する利用者20人

以上に サービス

を 行なった場合 

同一建物に居住

する利用者50人

以上に サービス

を 行なった場合 

２０分以上４５分未満 197円 １78円 １68円 

４５分以上 ２４2円 ２18円 ２06円 

 

 

（３）身体介護と生活援助が混在する場合 

所要時間のうち、身体介護に含まれる時間を算定し、身体介護の所定点数に生活援助の所要

時間が２５分増すごとに 72円加算いたします。（215円を限度とします） 

 

（４）その他加算項目  

 

早朝加算 午前６時から午前８時までに利用した場合は、所定金額に２５％加算します。 

夜間加算 午後６時から午後１０時までに利用した場合は、所定金額に２５％加算します。 

深夜加算 午後１０時から翌日午前６時までに利用した場合は、所定金額に５０％加

算します。 

初回加算 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者
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が初回サービス月に訪問介護員に同行、もしくは訪問介護サービスを提

供した場合、２００円を加算します。 

生活機能向上連

携加算 

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテー

ション事業所の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の助

言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、その

訪問介護計画に基づく訪問介護を行なった場合は初回の訪問介護が行

なわれた月に１００円を加算します。利用者に対して、訪問リハビリテーシ

ョンまたは通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士が訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーション

の一環として利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行

し、利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向

上を目的とした訪問介護計画を作成した場合、３ヵ月の間１ヵ月につき１

回２００円を加算します。ただし、どちらか一方の算定とします。 

緊急時訪問介護

加算 

利用者またはその家族等からの要請に基づき、サービス提供責任者が

介護支援専門員と連携し、介護支援専門員が必要と認める身体介護が

行われた場合、１回につき１００円を加算します。 

２人の訪問介護員

等が同時に訪問し

た場合 

１人の利用者に対して同時に２人の訪問介護員等が訪問した場合、利用

金額の２倍の額を算定します。 

特定事業所加算 人材の質・人材の確保や介護職員の活動環境の整備等、厚生労働大臣

が定める基準に適合しているものとして届出を行なった上で訪問介護サ

ービスを行なった場合、サービス料金に１０％を加算します。 

 

介護職員処遇改

善加算※1 

介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に、厚

生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行なった上で

訪問介護サービスを行なった場合、利用単位数に１３．７％を加算しま

す。 

介護職員等特定

処遇改善加算※1 

経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員のさらなる処遇改善を

行うことを目的に、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て届出を行った上で訪問介護サービスを行った場合、利用単位数に

6.3％（あるいは 4.2％）を加算します。 

介護職員等ベース

アップ等支援加算

介護サービスに従事する介護職員等の賃上げ効果を継続することを目

的に、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行っ
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※1 た上で訪問介護サービスを行った場合、利用単位数に 2.4％を加算しま

す。 

介護職員等処遇

改善加算※2 

介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に、厚

生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行なった上で

訪問介護サービスを行なった場合、利用単位数に所定の要件に基づき

次の通り加算します。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 利用単位数の 24.5% 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 利用単位数の 22.4% 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 利用単位数の 18.2% 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 利用単位数の 14.5% 

中山間地域等に居

住する者へのサー

ビス提供加算 

厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域を越えて訪問介護サービスを行なった場合、所定金額に

５%を加算します。 
 

※1 2024年 5月 31日まで適用 

※2 2024年 6月 1日より適用 

（５）減算項目  

 

高齢者虐待防止

措置未実施減算 

虐待の発生またはその再発を防止するための措置（指針の整備、委員会

の開催など）が講じられていない場合に所定金額の 1%を減算します。 

業務継続計画未

策定減算 

※2025年 4月 1

日より適用 

感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスを継続的

に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画策定等の措

置を実施していない場合に所定金額の 1%を減算します。 

同一建物減算 

（再掲） 

集合住宅等に居住する利用者へのサービス提供１カ月あたりの利用者

が同一の建物に２０人以上居住する場合、該当する利用者については１

０％を減算します。また、同一の建物に５０人以上居住する場合、該当す

る利用者については１５％を減算します。 
 

③交通費  

通常の事業の実施地域以外の家庭を訪問して要した交通費は、道程１ｋｍ当たり２０円を実費と

して徴収いたします。費用をお支払いいただく場合には、利用者又はその家族に対して事前に文

書で説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとします。 

 

６．サービス利用に関する留意点 
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次のようなサービスは生活援助に含まれませんのでご注意ください。 

・商品の販売や農作業等生業の援助的な行為 

・直接本人の援助に該当しない行為（利用者以外の人についての洗濯・調理・買い物・主として利用者

が使用する居室以外の掃除等） 

・日常生活の援助に該当しない行為（草むしり、花木の水やり、ペットの世話等） 

・日常的に行なわれる家事の範囲を超える行為（大掃除、植木の剪定等の園芸、室内外の修理やペン

キ塗り等） 

７．緊急時の対応 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打合せにより、主治医、救急隊、親族、居

宅介護支援事業所等へ連絡いたします。 

主治医 

医療機関名 
 

所在地 
 

主治医氏名 
 

主治医連絡先 
 

ご家族 

氏名 
 

連絡先 
 

 

８．苦情等申立窓口について 

提供するサービスに対する苦情等適切に処理をする為に、下記の通り窓口を設置しております。苦情

等は面接、電話、書面などにより担当者が随時受け付けております。 

✰苦情等申立窓口✰ 

ライフサポートステーション Can be＋（キャン ビー） 

住所  〒７２０－２４１３ 

広島県福山市駅家町法成寺１１４番地８ 

電話   （０８４）９９９－７０３６ 

担当   三髙 裕美 

当事業所で解決出来ない苦情等は福山市介護保険課、広島県国民保険団体連合会の苦情受付機関、

又は広島県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。 

福山市介護保険課 
福山市東桜町３番５号 

電話 (084)928－1166 
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広島県国民健康保険団体連合会 
広島市中区東白島町 19番 49号 

電話 (082)554－0783 

広島県社会福祉協議会 
広島市南区比治山本町 12番２号 

電話 (082)254－3419 

（以下余白） 

 

 


